
平
成
二
十
年
法
律
第
八
十
四
号

地
方
税
等
減
収
補
て
ん
臨
時
交
付
金
に
関
す
る
法
律

（
趣
旨
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
地
方
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
年
法
律
第
二
十
一
号
。
以
下
「
地
方

税
法
等
改
正
法
」
と
い
う
。
）
及
び
所
得
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
年
法
律
第
二
十
三
号
。

以
下
「
所
得
税
法
等
改
正
法
」
と
い
う
。
）
が
平
成
二
十
年
四
月
一
日
後
に
公
布
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
生
じ
た
自

動
車
取
得
税
及
び
軽
油
引
取
税
並
び
に
地
方
道
路
税
の
収
入
の
減
少
に
伴
う
地
方
公
共
団
体
の
平
成
二
十
年
度
の

減
収
を
補
て
ん
す
る
た
め
、
地
方
税
等
減
収
補
て
ん
臨
時
交
付
金
の
交
付
そ
の
他
の
必
要
な
財
政
上
の
特
別
措
置

を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
地
方
税
等
減
収
補
て
ん
臨
時
交
付
金
）

第
二
条
　
平
成
二
十
年
度
に
限
り
、
都
道
府
県
及
び
市
町
村
（
特
別
区
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
に
対
し
て
、
地
方

税
等
減
収
補
て
ん
臨
時
交
付
金
を
交
付
す
る
。

２
　
地
方
税
等
減
収
補
て
ん
臨
時
交
付
金
の
総
額
は
、
六
百
五
十
六
億
千
九
百
万
円
と
す
る
。

３
　
地
方
税
等
減
収
補
て
ん
臨
時
交
付
金
の
種
類
は
、
自
動
車
取
得
税
減
収
補
て
ん
臨
時
交
付
金
、
軽
油
引
取
税
減

収
補
て
ん
臨
時
交
付
金
及
び
地
方
道
路
譲
与
税
減
収
補
て
ん
臨
時
交
付
金
と
す
る
。

（
自
動
車
取
得
税
減
収
補
て
ん
臨
時
交
付
金
）

第
三
条
　
自
動
車
取
得
税
減
収
補
て
ん
臨
時
交
付
金
は
、
地
方
税
法
等
改
正
法
が
平
成
二
十
年
四
月
一
日
後
に
公
布

さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
生
じ
た
自
動
車
取
得
税
の
収
入
の
減
少
（
第
三
項
に
お
い
て
「
自
動
車
取
得
税
の
減
収
」
と

い
う
。
）
に
伴
う
都
道
府
県
及
び
市
町
村
の
減
収
を
補
て
ん
す
る
た
め
、
都
道
府
県
及
び
市
町
村
に
交
付
す
る
。

２
　
自
動
車
取
得
税
減
収
補
て
ん
臨
時
交
付
金
の
総
額
は
、
百
十
六
億
八
千
五
百
万
円
と
す
る
。

３
　
各
都
道
府
県
に
対
し
て
交
付
す
べ
き
自
動
車
取
得
税
減
収
補
て
ん
臨
時
交
付
金
の
額
及
び
当
該
都
道
府
県
の
区

域
内
の
各
市
町
村
に
対
し
て
交
付
す
べ
き
自
動
車
取
得
税
減
収
補
て
ん
臨
時
交
付
金
の
額
の
合
計
額
の
合
算
額

（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
各
都
道
府
県
等
合
算
額
」
と
い
う
。
）
は
、
前
項
に
規
定
す
る
自
動
車
取
得
税
減
収
補

て
ん
臨
時
交
付
金
の
総
額
を
、
各
都
道
府
県
に
係
る
自
動
車
取
得
税
の
減
収
の
見
込
額
と
し
て
総
務
省
令
で
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
額
に
よ
り
あ
ん
分
し
た
額
と
す
る
。

４
　
各
都
道
府
県
に
対
し
て
交
付
す
べ
き
自
動
車
取
得
税
減
収
補
て
ん
臨
時
交
付
金
の
額
は
、
当
該
都
道
府
県
に
係

る
各
都
道
府
県
等
合
算
額
か
ら
次
項
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
当
該
都
道
府
県
の
区
域
内
の
各
市
町
村
に
対
し
て

交
付
す
べ
き
自
動
車
取
得
税
減
収
補
て
ん
臨
時
交
付
金
の
額
の
合
計
額
を
控
除
し
た
額
と
す
る
。

５
　
各
市
町
村
に
対
し
て
交
付
す
べ
き
自
動
車
取
得
税
減
収
補
て
ん
臨
時
交
付
金
の
額
は
、
当
該
市
町
村
に
係
る
第

一
号
に
掲
げ
る
額
（
指
定
市
（
道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
七
条
第
三
項
に
規
定
す
る
指
定

市
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
あ
っ
て
は
、
当
該
指
定
市
に
係
る
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
額
の
合
算
額
）

と
す
る
。

一
　
当
該
市
町
村
を
包
括
す
る
都
道
府
県
に
係
る
各
都
道
府
県
等
合
算
額
に
百
分
の
九
十
五
を
乗
じ
て
得
た
額
の

十
分
の
七
に
相
当
す
る
額
を
、
当
該
市
町
村
が
管
理
す
る
地
方
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六

号
）
第
六
百
九
十
九
条
の
三
十
二
第
一
項
の
市
町
村
道
の
延
長
及
び
面
積
に
あ
ん
分
し
た
額

二
　
当
該
指
定
市
を
包
括
す
る
都
道
府
県
に
係
る
各
都
道
府
県
等
合
算
額
に
百
分
の
九
十
五
を
乗
じ
て
得
た
額
の

十
分
の
三
に
相
当
す
る
額
に
、
当
該
都
道
府
県
の
区
域
内
に
存
す
る
道
路
の
延
長
及
び
面
積
（
地
方
税
法
第
六

百
九
十
九
条
の
三
十
二
第
二
項
の
道
路
の
延
長
及
び
面
積
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
う
ち

に
当
該
指
定
市
の
区
域
内
に
存
す
る
道
路
の
延
長
及
び
面
積
の
占
め
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額

（
軽
油
引
取
税
減
収
補
て
ん
臨
時
交
付
金
）

第
四
条
　
軽
油
引
取
税
減
収
補
て
ん
臨
時
交
付
金
は
、
地
方
税
法
等
改
正
法
が
平
成
二
十
年
四
月
一
日
後
に
公
布
さ

れ
た
こ
と
に
よ
り
生
じ
た
軽
油
引
取
税
の
収
入
の
減
少
（
第
三
項
に
お
い
て
「
軽
油
引
取
税
の
減
収
」
と
い
う
。
）

に
伴
う
都
道
府
県
及
び
指
定
市
の
減
収
を
補
て
ん
す
る
た
め
、
都
道
府
県
及
び
指
定
市
に
交
付
す
る
。

２
　
軽
油
引
取
税
減
収
補
て
ん
臨
時
交
付
金
の
総
額
は
、
四
百
九
十
三
億
三
千
九
百
万
円
と
す
る
。

３
　
各
都
道
府
県
に
対
し
て
交
付
す
べ
き
軽
油
引
取
税
減
収
補
て
ん
臨
時
交
付
金
の
額
（
指
定
都
道
府
県
（
指
定
市

を
包
括
す
る
都
道
府
県
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
あ
っ
て
は
、
各
指
定
都
道
府
県
に
対
し
て

交
付
す
べ
き
軽
油
引
取
税
減
収
補
て
ん
臨
時
交
付
金
の
額
及
び
当
該
指
定
都
道
府
県
の
区
域
内
の
各
指
定
市
に
対

し
て
交
付
す
べ
き
軽
油
引
取
税
減
収
補
て
ん
臨
時
交
付
金
の
額
の
合
計
額
の
合
算
額
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て

「
各
指
定
都
道
府
県
等
合
算
額
」
と
い
う
。
）
）
は
、
前
項
に
規
定
す
る
軽
油
引
取
税
減
収
補
て
ん
臨
時
交
付
金
の

総
額
を
、
各
都
道
府
県
に
係
る
軽
油
引
取
税
の
減
収
の
見
込
額
と
し
て
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定

し
た
額
に
よ
り
あ
ん
分
し
た
額
と
す
る
。

４
　
各
指
定
都
道
府
県
に
対
し
て
交
付
す
べ
き
軽
油
引
取
税
減
収
補
て
ん
臨
時
交
付
金
の
額
は
、
当
該
指
定
都
道
府

県
に
係
る
各
指
定
都
道
府
県
等
合
算
額
か
ら
次
項
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
当
該
指
定
都
道
府
県
の
区
域
内
の
各

指
定
市
に
対
し
て
交
付
す
べ
き
軽
油
引
取
税
減
収
補
て
ん
臨
時
交
付
金
の
額
の
合
計
額
を
控
除
し
た
額
と
す
る
。

５
　
各
指
定
市
に
対
し
て
交
付
す
べ
き
軽
油
引
取
税
減
収
補
て
ん
臨
時
交
付
金
の
額
は
、
当
該
指
定
都
道
府
県
に
係

る
各
指
定
都
道
府
県
等
合
算
額
に
十
分
の
九
を
乗
じ
て
得
た
額
に
、
当
該
指
定
市
の
区
域
内
に
存
す
る
道
路
の
面

積
（
地
方
税
法
第
七
百
条
の
四
十
九
第
一
項
の
道
路
の
面
積
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
当
該

指
定
都
道
府
県
の
区
域
内
に
存
す
る
道
路
の
面
積
で
除
し
て
得
た
数
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

（
地
方
道
路
譲
与
税
減
収
補
て
ん
臨
時
交
付
金
）

第
五
条
　
地
方
道
路
譲
与
税
減
収
補
て
ん
臨
時
交
付
金
は
、
所
得
税
法
等
改
正
法
が
平
成
二
十
年
四
月
一
日
後
に
公

布
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
生
じ
た
地
方
道
路
税
の
収
入
の
減
少
に
伴
う
都
道
府
県
及
び
市
町
村
の
減
収
を
補
て
ん
す

る
た
め
、
都
道
府
県
及
び
市
町
村
に
交
付
す
る
。

２
　
地
方
道
路
譲
与
税
減
収
補
て
ん
臨
時
交
付
金
の
総
額
は
、
四
十
五
億
九
千
五
百
万
円
と
す
る
。

３
　
各
都
道
府
県
及
び
各
市
町
村
に
対
し
て
交
付
す
べ
き
地
方
道
路
譲
与
税
減
収
補
て
ん
臨
時
交
付
金
の
額
は
、
前

項
に
規
定
す
る
地
方
道
路
譲
与
税
減
収
補
て
ん
臨
時
交
付
金
の
総
額
を
、
平
成
二
十
年
六
月
に
各
都
道
府
県
及
び

各
市
町
村
に
対
し
て
譲
与
し
た
地
方
道
路
譲
与
税
の
額
に
よ
り
あ
ん
分
し
た
額
と
す
る
。

（
自
動
車
取
得
税
減
収
補
て
ん
臨
時
交
付
金
等
の
額
の
算
定
に
用
い
る
資
料
の
提
出
義
務
）

第
六
条
　
都
道
府
県
知
事
は
、
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
自
動
車
取
得
税
減
収
補
て
ん
臨
時
交
付
金
及

び
軽
油
引
取
税
減
収
補
て
ん
臨
時
交
付
金
の
額
の
算
定
に
用
い
る
資
料
を
総
務
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

（
地
方
税
等
減
収
補
て
ん
臨
時
交
付
金
の
使
途
）

第
七
条
　
都
道
府
県
及
び
市
町
村
は
、
交
付
を
受
け
た
地
方
税
等
減
収
補
て
ん
臨
時
交
付
金
の
額
を
道
路
に
関
す
る

費
用
に
充
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
交
付
税
及
び
譲
与
税
配
付
金
勘
定
に
お
け
る
地
方
税
等
減
収
補
て
ん
臨
時
交
付
金
に
係
る
繰
入
れ
等
）

第
八
条
　
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
地
方
税
等
減
収
補
て
ん
臨
時
交
付
金
の
総
額
は
、
特
別
会
計
に
関
す
る
法
律

（
平
成
十
九
年
法
律
第
二
十
三
号
）
第
六
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
一
般
会
計
か
ら
交
付
税
及
び
譲
与
税
配
付

金
特
別
会
計
の
交
付
税
及
び
譲
与
税
配
付
金
勘
定
に
繰
り
入
れ
る
も
の
と
す
る
。

２
　
特
別
会
計
に
関
す
る
法
律
第
二
十
三
条
及
び
附
則
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
ほ
か
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
一
般

会
計
か
ら
の
繰
入
金
は
平
成
二
十
年
度
に
お
け
る
交
付
税
及
び
譲
与
税
配
付
金
勘
定
の
歳
入
と
し
、
地
方
税
等
減

収
補
て
ん
臨
時
交
付
金
は
同
年
度
に
お
け
る
同
勘
定
の
歳
出
と
す
る
。

（
平
成
二
十
年
度
分
の
地
方
交
付
税
の
特
例
）

第
九
条
　
平
成
二
十
年
度
分
の
地
方
交
付
税
に
限
り
、
各
地
方
公
共
団
体
に
対
し
て
交
付
す
べ
き
普
通
交
付
税
の
額

の
算
定
に
用
い
る
地
方
交
付
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
十
一
号
）
第
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
基
準
財
政

収
入
額
は
、
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
っ
て
算
定
し
た
額
に
、
都
道
府
県
に
あ
っ
て
は
第
三
条
第
四
項
の
規
定
に

よ
り
算
定
し
た
自
動
車
取
得
税
減
収
補
て
ん
臨
時
交
付
金
の
額
の
百
分
の
七
十
五
の
額
、
第
四
条
第
三
項
又
は
第

四
項
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
軽
油
引
取
税
減
収
補
て
ん
臨
時
交
付
金
の
額
の
百
分
の
七
十
五
の
額
及
び
第
五
条

第
三
項
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
地
方
道
路
譲
与
税
減
収
補
て
ん
臨
時
交
付
金
の
額
の
合
算
額
を
、
指
定
市
に
あ

っ
て
は
第
三
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
自
動
車
取
得
税
減
収
補
て
ん
臨
時
交
付
金
の
額
の
百
分
の
七
十

五
の
額
、
第
四
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
軽
油
引
取
税
減
収
補
て
ん
臨
時
交
付
金
の
額
の
百
分
の
七
十

五
の
額
及
び
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
地
方
道
路
譲
与
税
減
収
補
て
ん
臨
時
交
付
金
の
額
の
合
算

額
を
、
市
町
村
（
指
定
市
を
除
く
。
）
に
あ
っ
て
は
第
三
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
自
動
車
取
得
税
減

収
補
て
ん
臨
時
交
付
金
の
額
の
百
分
の
七
十
五
の
額
及
び
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
地
方
道
路
譲

与
税
減
収
補
て
ん
臨
時
交
付
金
の
額
の
合
算
額
を
、
そ
れ
ぞ
れ
加
算
し
た
額
と
す
る
。

1



（
地
方
財
政
審
議
会
の
意
見
の
聴
取
）

第
十
条
　
総
務
大
臣
は
、
地
方
税
等
減
収
補
て
ん
臨
時
交
付
金
に
関
す
る
総
務
省
令
の
制
定
又
は
改
廃
の
立
案
を
し

よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
地
方
財
政
審
議
会
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
総
務
省
令
へ
の
委
任
）

第
十
一
条
　
こ
の
法
律
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
地
方
税
等
減
収
補
て
ん
臨
時
交
付
金
の
算
定
及
び
交
付
に
関
し
必

要
な
事
項
は
、
総
務
省
令
で
定
め
る
。

附
　
則
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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